
 

  

令和４年１２月１５日版 

 

千葉県貨物運送事業者 

物価高騰対策支援金 

- 申請要領 - 

   

 

＜受付期間＞ 

令和４年１２月２２日（木）～令和５年２月１７日（金）まで 

＜専用ポータルサイト＞ 

（URL）https://jimukyoku.site/chiba/kamotsuunsoshien/ 

 

 

 

 

 

 

千葉県貨物運送事業者物価高騰対策支援金事務局 

【電  話】０１２０－９７４－２５５ 
【受付時間】午前１０時から午後７時まで 

［土・日・祝日及び年末年始（令和４年１２月２９日から令和５年１月３日まで）を除く］ 

 ※12月 24日（土）、12月 25日（日）は受付します。 
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Ⅰ 支援金の概要 

 

 

 

地域経済を支える重要な社会インフラである物流を維持するため、物価高騰等の影響を受ける中小貨

物自動車運送事業者に対して支援金を給付します。 

 

  

   

 Ⅱの給付要件を満たす貨物自動車運送事業者の事業用自動車の台数に応じて給付します。 

 （１） 一般貨物自動車運送事業に係る事業用自動車   １台あたり２万３千円 

 （２） 特定貨物自動車運送事業に係る事業用自動車   １台あたり２万３千円 

 （３） 貨物軽自動車運送事業に係る事業用自動車   １台あたり８千円 

 

Ⅱ 給付要件 

 

 

 

下記の７つの要件を全て満たしている必要があります。  

（１） 「資本金の額又は出資の総額が３億円以下の法人」又は「常時使用する従業員の数が３００

人以下の法人及び個人」であること。（※） 

（２） 令和４年１０月１日時点で、「一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業の許可又は

認可を受けている」又は「貨物軽自動車運送事業の届出を行っている」貨物自動車運送事業

者であること。 

（３） 申請日時点で、貨物自動車運送事業を継続していること。 

（４） 申請日以降も引き続き、貨物自動車運送事業を継続する意思を有していること。 

（５） 千葉県内に貨物自動車運送事業のための営業所を有していること。 

（６） 事業を営むに当たって関連する法令及び条例等を遵守していること。 

（７） 「暴力団排除に関する規定」（ｐ１７参照）を遵守していること。また、本件について千葉県

警察本部に照会することについて予め承諾すること。 

  

※ 法人税法別表第一に規定する公共法人は給付対象外です。 

 

 

 

２  給付額  

１  趣旨  

１  対象事業者 
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下記の３つの要件を全て満たしている必要があります。  

（１） 令和４年１０月１日時点で「所有」、又は、「リース契約に基づき借用」、若しくは、「割賦契

約に基づき使用」していること。 

（２） 千葉県内の営業所に配置された自ら走行する貨物自動車運送事業のための事業用自動車であ

ること。（※） 

（３） 次の㋐～㋑に掲げるいずれかの要件を満たしていること。 

㋐：自動車検査証に記載された有効期間の満了する日が令和４年１０月 1日以降である自動車

であり、かつ、「自動車登録番号又は車両番号（ナンバー）」に、千葉、成田、市川、船

橋、習志野、袖ケ浦、市原、松戸、野田、柏と表示する自動車 

㋑：令和 4年 10月 1日までに、軽自動車届出済証の交付を受けた検査対象外軽自動車であり、

かつ、「車両番号（ナンバー）」に、千葉、成田、市川、船橋、習志野、袖ケ浦、市原、松

戸、野田、柏と表示する検査対象外軽自動車 

 

※ トレーラー等、被けん引車は対象外です。 

 

２  対象車両 
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支援対象判定フロー図（概要版） 

 

 

  千葉県内に営業所がある貨物自動車運送事業者で、下記の括弧書に該当する。 

  令和４年 10 月１日までに 

   ■一般/特定貨物自動車運送事業の許可を受けている。 

      又は 

   ■貨物軽自動車運送事業の届出を行っている。 

支
援
対
象
に
な
り
ま
せ
ん 

一般/特定貨物自動車運送事業用

の自動車１台につき  

23,000 円を支援 

 令和 4 年 10 月 1 日時点で、以下のすべてを満たす車両を所有（リース・割賦

販売可）していますか？（※レンタカーは不可）  

 ■千葉県内の営業所に配置された自ら走行する事業用自動車である。（被けん引車は含まない）。 

 ■県内ナンバー（千葉、野田、習志野、袖ケ浦、松戸、市川、船橋、成田、柏、市原）である。 

 ■事業用自動車（緑ナンバーor 黒ナンバー車）である。 

 ■貨物自動車運送事業に用いている車両である。 

 ■自動車検査証に記載された有効期間の満了する日が、令和 4 年 10 月 1 日以降である。 

  （※検査対象外軽自動車を除く） 

貨物軽自動車運送事業用の 

自動車（二輪含む）１台につき  

8,000 円を支援 

自家用自動車等は 

支給対象となりません 

いいえ 

いいえ 

はい 

はい 

 中小の貨物自動車運送事業者（資本金３億円以下 又は 従業員 300 人以下）である。 

はい 

 申請日以降も引き続き、貨物自動車運送事業を継続する意向がある。 

はい 

いいえ 

いいえ 
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Ⅲ 申請手続き 

 

  

 

本支援金の申請に係るご質問に対応するため、次のコールセンターを開設しています。 
 

千葉県貨物運送事業者物価高騰対策支援金事務局 

【電  話】０１２０－９７４－２５５ 

【受付時間】午前１０時から午後７時まで 

［土・日・祝日及び年末年始（令和４年１２月２９日から令和５年１月３日まで）を除く］ 

 ※12月 24日（土）、12月 25日（日）は受付いたします。 

 

 

 

（１）申請受付期間 

  令和４年１２月２２日（木）から令和５年２月１７日（金）まで 

（２）申請受付方法 

   以下のとおりオンライン及び郵送での申請受付を予定しています。 

（※別途、説明会会場での申請受付を予定しています。） 
 

  ① オンライン提出の場合 

    １２月２２日（木）を目途に本支援金のポータルサイトから提出できるようになります。 

      【ＵＲＬ】https://jimukyoku.site/chiba/kamotsuunsoshien/ 

② 郵送の場合  

        １２月２２日（木）から受付を開始します。 

     ※提出の際には、簡易書留、レターパックなど郵便物を追跡できる方法での提出をおすす

めします。普通郵便等で郵送した場合の事故についての責任は負えません。 
 

提出先：〒２６４－８７９９ 

日本郵便株式会社 若葉郵便局留 

千葉県貨物運送事業者物価高騰対策支援金事務局 
     

※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点等から、申請書類の持参はお控えください。   
 

（３）申請書類の入手方法 

  下記のポータルサイトから入手することができます。 

      （ＵＲＬ）https://jimukyoku.site/chiba/kamotsuunsoshien/ 

１  問い合わせ先 

２  申請書の提出 
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  （４）申請書類 

   以下の申請書類を提出してください。なお、必要に応じて追加書類の提出及び説明を求める 

ことがあります。また、申請書類の返却はいたしません。提出前によく御確認ください。 

 

  申請書類一覧  チェック 

① 

千葉県貨物運送事業者物価高騰対策支援金  申請書 （ｐ７参照） 

○ 所定の様式で提出してください。 

○ オンライン申請の場合は、提出不要です。 

□ 

② 

貨物自動車運送事業に係る許可書、又は、届出書の写し（ｐ８参照）  

○ オンライン申請の場合は、スキャナ又は写真で取り込み送信してくだ

さい。 

□ 

③ 

給付対象車両一覧（ｐ９参照） 

○ 所定の様式で提出してください。 

○ オンライン申請の場合、専用の書式データに入力して、添付してくだ

さい。なお、書式データは、専用ポータルサイトからダウンロードで

きます。 

□ 

④ 

【検査対象外軽自動車以外の場合】       （ｐ１０参照） 

給付対象車両全てに係る「自動車検査証」の写し 

【検査対象外軽自動車の場合】 

給付対象車両全てに係る「軽自動車届出済証」の写し 

○ オンライン申請の場合は、スキャナ又は写真で取り込み送信してく

ださい。 

□ 

⑤ 

誓約書                    （ｐ１１参照） 

○ 所定の様式で提出してください。 

○ 誓約書の最下部にある所在地、名称及び代表者名などの欄について

は、「記名及び押印」をお願いします。 
※ただし、「代表者又は個人事業主本人の自署に加えて、運転免許証（両面）の写し 

 の提出」を行う場合には、押印省略を可能とします。 

○ オンライン申請の場合は、誓約書全体をスキャナ又は写真で取り込み

送信してください。なお、後日原本の提出をお願いすることがありま

すので、原本を５年間保存してください。 

□ 

⑥ 

役員等名簿                  （ｐ１２参照） 

○ 所定の様式で提出してください。 

○ 個人事業主の場合は、事業者本人を記載してください。 

○ オンライン申請の場合、専用の書式データに入力して、添付してく

ださい。なお、書式データは、専用ポータルサイトからダウンロー

ドできます。 

□ 

⑦ 

【個人事業主の場合】 

運転免許証（両面）の写し   （ｐ１３参照） 

○ オンライン申請の場合は、スキャナ又は写真で取り込み送信してくだ

さい。 

□ 

⑧ 振込先口座を確認できる書類（通帳の写し）    （ｐ１３参照） □ 
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    提出書類に不備がある場合だけではなく、判別が困難（コピーが薄い、文字や数字が読みにく

い等）な場合等には、再提出等をお願いすることになります。この場合、給付までに相当な時間

を要することになりますので、確認を十分に行ったうえで申請してください。 

  



7 

 

 

    

※下記は郵送申請する場合の申請書の記載例です。オンライン申請の場合は、添付不要です。 

   ※オンライン申請では、下記の項目を申請フォームに入力いただきます。 

 

 

記載例 ① 千葉県貨物運送事業者物価高騰対策支援金  申請書 
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貨物自動車運送事業に係る許可書、認可書、又は、届出書の写しを提出してください。 

「一般貨物自動車運送事業」、「特定貨物自動車運送事業」、「貨物軽自動車運送事業」について複数の

事業を行っている場合には、それぞれ提出してください。 

② 貨物自動車運送事業に係る許可書、又は、届出書の写し 
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③ 給付対象車両一覧（自動車検査証用） 

 

 

記載例 
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申請対象車両の全てについて「自動車検査証」又は「軽自動車届出済証」を提出してください。 

③ 給付対象車両一覧（軽自動車届出済証用） 

 

 

記載例 

④ 自動車検査証の写し、軽自動車届出済証の写し 
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 ⑤ 誓約書 

誓 約 書 

 

私は、千葉県貨物運送事業者物価高騰対策支援金の申請をするに当たり、下記の内容につい

て、誓約します。誓約した内容と事実が相違することが判明した場合には、支援金の給付を受

けられないことになっても異議はありません。また、これにより生じた損害については、当方

が一切の責任を負うものとします。 

記 

・給付要件を満たしています。また、申請内容及び提出書類に虚偽はありません。 

・千葉県貨物運送事業者物価高騰対策支援金の給付を申請した事業を行う者（法人その他の団

体にあっては、その役員等（業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる

者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に

係る契約を締結する権限を有する者をいう。））が千葉県貨物運送事業者物価高騰対策支援金

給付要綱第３条第３項各号のいずれにも該当せず、将来においても当該各号のいずれにも該

当しないことを誓約します。また、上記内容に該当しないことを確認するため、千葉県が千

葉県警察本部に照会することについて承諾します。 

・千葉県から申請の内容について検査・報告の求めがあった場合は、これに応じます。 

・給付要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、支援金を返還するとともに、   

加算金を支払うことに応じます。 

・国の行政機関（国の行政機関から委託を受けた者を含む）が支援金等の給付要件の該当性等

を審査するために必要な場合であって、当該審査に必要な限度で、本支援金の申請書及び提

出資料に記載された情報を当該行政機関の求めに応じて千葉県が提供することに同意します。 

・本支援金の申請に係る書類及び関係する帳簿並びに全ての証拠書類を今後５年間保存するこ

とを承諾します。 

以上 

 

令和５年１月２０日 

千葉県知事 様  

 

   所 在 地   千葉県千葉市中央区市場町１－１     

 

   名 称   有限会社 千葉商事 

   代表者名   代表取締役社長 千葉 太郎  ○印           

 

 ※オンライン申請の場合は、誓約書全体をスキャナ又は写真で取り込み送信してください。 

記載例 



12 

 

⑥ 役員等名簿 

 

 

記載例 
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⑦【個人事業主の場合】運転免許証の写し 

運転免許証（両面）の写しを顔写真や文字等がはっきりと判別できる形で、提出してください。 

※申請を行う月において有効なものであり、かつ、記載された住所が申請書住所と同一のものに 

限ります。 

 

 

⑧ 振込先口座を確認できる書類 

□ 口座の通帳の写し（通帳の表面） 

（法人の場合）法人名義 

（個人事業者の場合）本人名義 

□ （通帳の表面だけでは、銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人の全ての確

認ができない場合）通帳を開いた１・２ページ目の写し 

※銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人が確認できるようスキャン又は撮影 

してください。（不鮮明な場合等は振込ができず、支援金の支払ができません。） 

※電子通帳などで、紙媒体の通帳がない場合は、電子通帳等の画面等の画像を提出してください。 

同様に当座口座で紙媒体の通帳がない場合も、電子通帳等の画像を提出してください。 

 

通帳のオモテ面              通帳を開いた１・2ページ目 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

＋ 
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 電子通帳 画面コピー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・申請受理後、内容を審査の上、支給要件を満たしていると認められたときは支援金を給付します。 

 ・申請書類の審査の結果、本支援金を給付する旨を決定したときは、後日、通知いたします。 

なお、給付しない旨の決定をしたときは、その旨と理由をお示しします。 

 

Ⅳ その他留意事項 

 

(1) 本支援金の給付決定後、要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、本支援金の給付決定を

取り消します。この場合、申請者は、千葉県に支援金を返金するとともに、加算金を支払うことに

なりますので御承知おきください。 

(2) 支援金の申請を取り下げる場合には、給付決定通知を受けた日から 10日以内に、「千葉県貨物運送

事業者物価高騰対策支援金申請取下書」を提出してください。 

(3) 県は必要に応じて、申請内容等について調査する場合があります。その場合、申請者は県に協力す

るとともに、速やかに状況を報告願います。 

(4) 給付対象者は、本支援金の申請にかかる帳簿及び全ての証拠書類を、給付事業の日の属する年度の

終了後５年間、知事の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存しておく必要がありま

す。 

   

  

３  給付の決定等 
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Ⅴ Ｑ＆Ａ 

 

 Ｑ１：支援金をいくらもらえますか。 

Ａ１：貨物運送事業のために所有している車両の台数や、リース、割賦販売により使用している車両

によって異なります。一般貨物自動車運送事業と特定貨物自動車運送事業の車両は１台当たり

23,000円を支援し、貨物軽自動車運送事業の車両は、１台当たり 8,000円を支援します。 

 

Ｑ２：申請受付期間終了前に支援が打ち切られることはありますか。 

Ａ２：統計データをもとに十分な予算を確保していますので、申請受付期間終了まで支援を行いま

す。先着順ではありません。  

 

Ｑ３：１社ごとに、支援額に上限はありますか。 

Ａ３：給付対象車両の台数に応じて支援します。上限はありません。 

 

Ｑ４：本社は千葉県外だが、営業所が千葉県内にある場合、支援の対象になりますか。 

Ａ４：本社が千葉県内になくても、営業所が千葉県内にあれば対象になります。なお、対象車両は県

内ナンバーの車両に限ります。 

 

Ｑ５：千葉県内の営業所にある他都道府県ナンバーの車両は対象になりますか。 

Ａ５：対象になりません。対象車両は県内ナンバーの車両に限ります。 

 

Ｑ６：二輪自動車は支援金の対象になりますか。 

Ａ６：貨物軽自動車運送事業で用いる自動車に該当する緑ナンバーの場合には、支援金の対象になり

ます。1台につき 8,000円を支援します。 

 

Ｑ７：リース車は支援対象になりますか。 

Ａ７：「自動車検査証」もしくは「軽自動車届出済証」の「所有者」か「使用者」欄に申請者が記載さ

れていれば対象になります。 

 

Ｑ８：割賦により所有権留保されている車も支援対象になりますか。 

Ａ８：「自動車検査証」もしくは「軽自動車届出済証」の「所有者」か「使用者」欄に申請者が記載さ

れていれば対象になります。 

 

Ｑ９：他の自治体から支援金を受けていても、千葉県からの支援を受けられますか。 

Ａ９：市町村等から支援を受けた貨物運送事業者の車両であっても、千葉県から支援金を受けとるこ

とは可能です。ただし、市町村等で制限を設けている場合も考えられますので、市町村等に御

確認ください。 
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Ｑ１０：支援金は申請後、どのくらいで支払われますか。 

Ａ１０：申請書類に不備がなければ、申請から１か月以内の支払を想定しています。申請が集中した

場合には、さらに期間をいただくこともあります。 

 

Ｑ１１：県内に複数事業所があるが、事業所ごとに申請してもよいですか。 

Ａ１１：本社またはいずれかの事業所が取りまとめの上、申請してください。 

 

Ｑ１２：当社は、一般貨物自動車運送事業と貨物軽自動車運送事業を営んでいるが、申請はまとめて

行ってもよいですか。 

Ａ１２：申請はまとめて行うこともできます。まとめて行っていただくと申請に係る負担も軽減され

ます。 

 

Ｑ１３：許可書等を紛失してしまったが、支援金をもらうにはどうすればよいですか。 

Ａ１３：運輸支局で「事業内容に係る証明書類」の交付を受けた後、御提出ください。 

 

Ｑ１４：役員等名簿に記載する役員には社外役員も含まれますか。 

Ａ１４：社外役員も含まれます。 

 

Ｑ１５：役員等名簿に記載する住所は役員個人の住所ですか。 

Ａ１５：会社ではなく個人の住所を記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

暴力団排除に関する規定（Ⅱ給付要件（７）関係）  （別紙） 

 

給付を受けようとする事業を行う者（法人その他の団体にあっては、その役員等（業務を執行する

社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に

関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。））が、

将来においても、次の各号のいずれにも該当しないこと。 

一 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規

定する暴力団員（以下「暴力団員」という。） 

二 次のいずれかに該当する行為（イ又はウに該当する行為であって、法令上の義務の履行として

するものその他正当な理由があるものを除く。）をした者（継続的に又は反復して当該行為を

行うおそれがないと認められる者を除く。） 

ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団（以下

「暴力団」という。）又は暴力団員を利用する行為 

イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団

員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供

与又はこれらに準ずる行為 

ウ 県の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方（法人そ

の他の団体にあっては、その役員等）が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締

結する行為 

三 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

 

上記内容に該当しないことを確認するため、千葉県が千葉県警察本部に照会することについて承諾

していただくことが申請条件となります。 
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※様式以外の提出書類は、書類の散逸を防ぐため、 

「全てＡ４サイズにする」か「Ａ４用紙に貼付」 

して御提出ください。 

 

以下のページは、「提出書類様式」です。 

取り外して御活用ください。 

 

 

各提出書類様式は、専用ポータルサイトからも 

ダウンロードできます。 

 

 

 

       ｷﾘﾄﾘ（郵送の際封筒に貼付けてご使用ください） 

 

〒２６４－８７９９       

日本郵便株式会社 若葉郵便局留 

千葉県貨物運送事業者物価高騰対策支援金 

        事務局  御中 
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様式第４号（第６条） 

誓 約 書 

 

私は、千葉県貨物運送事業者物価高騰対策支援金の申請をするに当たり、下記の内容につい

て、誓約します。誓約した内容と事実が相違することが判明した場合には、支援金の給付を受

けられないことになっても異議はありません。また、これにより生じた損害については、当方

が一切の責任を負うものとします。 

記 

・給付要件を満たしています。また、申請内容及び提出書類に虚偽はありません。 

・千葉県貨物運送事業者物価高騰対策支援金の給付を申請した事業を行う者（法人その他の団

体にあっては、その役員等（業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる

者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に

係る契約を締結する権限を有する者をいう。））が千葉県貨物運送事業者物価高騰対策支援金

給付要綱第３条第３項各号のいずれにも該当せず、将来においても当該各号のいずれにも該

当しないことを誓約します。また、上記内容に該当しないことを確認するため、千葉県が千

葉県警察本部に照会することについて承諾します。 

・千葉県から申請の内容について検査・報告の求めがあった場合は、これに応じます。 

・給付要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、支援金を返還するとともに、   

加算金を支払うことに応じます。 

・国の行政機関（国の行政機関から委託を受けた者を含む）が支援金等の給付要件の該当性等

を審査するために必要な場合であって、当該審査に必要な限度で、本支援金の申請書及び提

出資料に記載された情報を当該行政機関の求めに応じて千葉県が提供することに同意します。 

・本支援金の申請に係る書類及び関係する帳簿並びに全ての証拠書類を今後５年間保存するこ

とを承諾します。 

以上 

 

令和 年 月  日 

千葉県知事 様  

 

   所 在 地        

 

   名 称    

 

   代表者名               ○印  
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様式第６号（第８条） 

 

千葉県貨物運送事業者物価高騰対策支援金 申請取下書 

 

令和 年 月 日   

 

 (提出先) 

千葉県知事 熊谷 俊人 様 

 

                  (申請者)    〒 

所在地 ： 

企業等名称： 

代表者職・氏名：                 ○印   

 

 

   令和 年 月 日付けで提出した「千葉県貨物運送事業者物価高騰対策支援金申請書」について

は、下記理由により取下げます。 

 

記 

 

  取下げ理由： 

 

 

 

 


